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◆
全
額
免
除
以
外
の
場
合
、残
り
の

一
部
保
険
料
を
納
め
な
い
と
未
納

期
間
に
な
り
ま
す

▼
全
額
免
除　

保
険
料
の
４
分
の
３

が
免
除
。年
金
額
は
８
分
の
５
で
計
算

 

《
各
月
の
納
付
額
》 

３
，７
６
０
円

▼
半
額
免
除　

保
険
料
の
２
分
の
１

が
免
除
。年
金
額
は
４
分
の
３
で
計
算

 

《
各
月
の
納
付
額
》 

７
，５
１
０
円

▼
４
分
の
１
免
除　

保
険
料
の
４
分

の
１
が
免
除
。年
金
額
は
８
分
の
７

で
計
算

 

《
各
月
の
納
付
額
》 

１
１
，５
１
０
円

※
一
部
免
除
の
期
間
は
２
年
以
内
に
納
め

な
け
れ
ば
、未
納
期
間
と
な
り
、老
後
に
受

け
取
る
年
金（
老
齢
基
礎
年
金
）や
、死
亡
・

障
害
に
対
す
る
年
金（
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
）を
受
け
取
れ
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。免
除
承
認
後
、残
り
の
保

険
料
の
納
付
書
が
届
き
ま
す
の
で
、必
ず
納

付
し
て
く
だ
さ
い

※
一
部
免
除
の
承
認
を
さ
れ
た
人
も
、
年

金
の
受
取
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め
、10

年
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
経
過

年
数
に
応
じ
た
加
算
額
あ
り
）

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

各
種
社
会
福
祉
施
設
（
老
人

ホ
ー
ム
や
保
育
所
等
）や
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
福
祉
サ
ー

ビ
ス
利
用
に
お
い
て
の
疑
問
や
悩

み
等
の
困
り
ご
と
は
そ
の
事
業
者

と
の
話
し
合
い
で
の
解
決
が
望
ま

れ
ま
す
。

　　

し
か
し
、話
し
合
い
だ
け
で
は
解

決
し
な
か
っ
た
り
、直
接
話
す
こ
と

に
少
し
抵
抗
を
感
じ
た
り
す
る
場

合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
ん
な
時

に
は「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
困
り
ご
と
解

決
委
員
会
」に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　

相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
、年

末
年
始
を
除
い
た
平
日
の
９
時
〜

16
時
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
F
A
X
と
メ
ー
ル
は
24
時
間
受
け
付
け

■
問
い
合
わ
せ　

　
　

高
知
県
運
営
適
正
化
委
員
会

（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
困
り
ご
と
解
決

委
員
会
）

　　


0
8
8
ー
8
0
2
ー
2
6
1
1

　　　

0
8
8
ー
8
7
2
ー
6
2
1
1

■
メ
ー
ル

　　kaike
tsu
@
m
e
.p
ikara.n

e
.jp

　
　

高
知
県
労
働
委
員
会
は
、労
働

相
談
と
あ
っ
せ
ん
で
、労
働
条
件
や

雇
用
を
め
ぐ
る
労
使
間
ト
ラ
ブ
ル

の
解
決
を
お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

　　
い
ず
れ
も
簡
易
迅
速
・
無
料
・
秘

密
厳
守
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

高
知
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　　


0
8
8
ー
8
2
1
ー
4
6
4
5

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　http
://w
w
w
.p
re
f.ko
chi.lg

.

　　jp
/so
shiki/2

4
0
1
0
1
/

  

香
南
市
で
は
、地
域
全
体
の
住
み

や
す
さ
や
自
然
環
境
と
の
調
和
な

ど
を
考
え
、
適
正
な
開
発
や
土
地

利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
一
定
規

模
以
上
の
開
発
等
を
行
う
際
に

は
、
事
前
に
届
け
出
て
協
議
を
行

い
、
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
義
務
付

け
て
い
ま
す
。

■
事
前
協
議
が
必
要
な
行
為

　　

土
地
の
区
画
や
形
、質（
区
画
形

質
）を
変
更
す
る
と
き

　
●　

区
画
の
変
更
（
公
共
施
設
の
整

備
を
伴
う
分
割
、
統
合
ま
た
は
そ

の
い
ず
れ
も
が
あ
る
土
地
の
区
画

の
変
更
）

　
●　

形
の
変
更（
50
㎝
以
上
の
切
土
、

盛
土
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
も
に
よ

る
地
盤
高
の
変
更
）

　
●　

質
の
変
更
（
農
地
、
山
林
、
雑
種

地
、
池
沼
等
の
宅
地
以
外
の
土
地

を
宅
地
に
す
る
な
ど
、
土
地
の
有

す
る
性
質
の
変
更
）

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
事
前
協
議
が
必
要
な
規
模

　　
１
，０
０
０
㎡
以
上
の
一
団
の
土
地

■
協
議
方
法
は

　
　
１
，０
０
０
㎡
以
上
の
土
地
の
区

画
形
質
の
変
更
を
予
定
し
て
い
る

時
は
、開
発
行
為
事
前
審
査
願
書

に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
住
宅
都

計
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
住
宅
都
計
課

 
 

こ
の
週
間
は
、住
民
の
皆
さ
ま
に

建
築
基
準
法
の
目
的
等
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
だ
き
、
違
反
建
築
の
防

止
を
図
る
と
と
も
に
、建
築
に
関
す

る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ
り
建

築
物
の
安
全
性
の
確
保
と
良
好
な

住
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
全
国
的
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

◆
建
築
確
認
申
請
の
手
続
き
は
着

工
前
に
！

　
　

都
市
計
画
区
域
内（
野
市
町
全

域
・
香
我
美
町
お
よ
び
夜
須
町
の

一
部
）で
建
築
物
を
新
築
ま
た
は

10
㎡
を
超
え
る
増
築
を
す
る
場

合
、
着
工
前
に
建
築
確
認
申
請
を

提
出
し
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　　

ま
た
、都
市
計
画
区
域
外（
吉
川

町
お
よ
び
赤
岡
町
全
域
・
香
我
美

町
お
よ
び
夜
須
町
の
一
部
）で
も

一
定
の
建
物
を
除
き
、
建
築
確
認

申
請
の
提
出
が
必
要
に
な
る
の
で
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
住
宅
都
計
課

み
な
こ
い
港
ま
つ
り
、
手
結
盆
踊
り
、
大
き
な
お
祭
り
の
ほ
か
に
も
地
域
に
楽
し
い
お
祭
り
が
あ
る
こ
と
を
カ
ラ
ー
の
写
真
で
知
り
↓
（
左
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

広

報

へ

の

ご

意

見

労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る

「
労
働
相
談
」
と
「
あ
っ
せ
ん
」

国民年金の手続きはお済みですか？

問い合わせ／南国年金事務所（088-864-1111） または 市役所市民保険課 へ

■手続き　　市役所・年金事務所へ「国民

年金被保険者関係届書」を提出

※郵送での手続きも可

■手続きに必要なもの　　年金手帳

■国民年金の保険料額（定額）

　　月額１４,９８０円（平成24年度）

O
その他その他

other s

↓ 

老
夫
婦
で
二
人
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
広
報
で
出
か
け
た
気
分
で
楽
し
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　20歳以上60歳未満の方は、国民年金へ
の加入が法律で義務付けられています。
　会社を退職されたときは、第２号被保険
者（厚生年金）から第一号被保険者（国民年
金）への変更の届け出が必要となります。
※第３号被保険者（第２被保険者に扶養されている

配偶者）であった方についても、第３号被保険者か

ら第１号被保険者への変更の届け出が必要です

会社を退職されたときは

国民年金の届け出が必要です！

免除された期間の

保険料と年金はどうなるの？

・　保険料を納付を免除された期間は、10年以内
であれば、あとから保険料を納めること（追納）
ができます。
※保険料の一部が免除された期間については、免除さ

れた部分を除く保険料を納付していることが前提です

※追納を希望する場合は、年金事務所に｢国民年金保

険料追納申込書｣を提出していただく必要があります

・　納保険料を納付を免除された期間の翌年度
から起算して、3年目以降に保険料を追納する
と、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額
が上乗せされます。
・　保険料を追納した期間の年金額の計算は、保
険料を納付した場合と同じとなります。

・　20歳から60歳まで40年間、全期間保険料を納付された方は65歳から満額の
老齢基礎年金が支給されます。
・　老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納付した期間や保険料の納付を
免除された期間などが原則25年（300月）あることが必要です。

国民年金は３つの年金であなたをサポートします！

　　　　　　　　「保険料を一部納付したのと同じ！」

　　保険料の納付を免除された期間の年金

額の計算は、保険料を納付した場合と比較

して2分の1となります。

　　　　　　　　「万が一の際にも確かな保証！」

　　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったと

きの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

　　　　　　　　「特例免除は、退職（失業）された方の所得を除外して審査！」

　　通常であれば、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象となり

ますが、特例免除は、退職（失業）された方の所得は審査の対象から除かれます。

■手続き　　市役所・年金事

務所へ「国民年金保険料免

除・納付猶予申請書」を提出

※郵送での手続きも可

■手続きに必要なもの

①年金手帳　②雇用保険受

給資格者証の写しなど失業

していることを確認できる公

的機関の証明の写し

　保険料を納めることが困難な場合には、
申請によって保険料の納付が免除される
制度があります。また、退職（失業）による
特例免除もあります。

保険料の免除制度があります！

老齢基礎年金　 平成２４年度 年金額／786,500円（満額）▼

・　国民年金に加入中の病気やケガにより、障害の状態にある間は障害基礎年金
が支給されます。

障害基礎年金　 平成２４年度 年金額／983,100円（１級）　786,500円（２級）▼

・　国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方に生計を維持されていた｢子の
ある妻｣または｢子｣に支給されます。
・　子に対する遺族基礎年金の支給は、18歳到達年度の末日まで（障害がある場
合は20歳まで）となります
※障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、初診日または死亡された日の属する月

の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料を納付している

または保険料の納付を免除されていること、もしくは直近1年間に未納がないことが必要です

遺族基礎年金　 平成２４年度 年金額／1,012,800円（子が１人いる場合）
　　　　　　　　　　（基本額／786,500円　＋　子１人の加算額／226,300円）

▼

N
年 金

Nat iona l
P en s ion

年 金

　
　

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部

　
　

免
除
が
承
認
さ
れ
た
方
へ

　
　

１０
月
１１
日
〜
１０
月
１７
日
は

　
　

違
反
建
築
防
止
週
間
で
す
！

 

土
地
の
区
画
形
質
変
更（
開
発
行
為
）

 

を
行
う
に
は
協
議
が
必
要
で
す

C
相 談

counseling

相 談

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
困
り
ご
と
解
決

　

制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

FAX

　10月１日～12月31日の期間、南国・香美・香南
の物部川エリアを舞台とした高知県観光キャン
ペーンが実施されます。
　キャンペーン期間中に今一度、地元の観光地を
巡りその良さを再確認！また自分だけのお宝を再
発見する小旅行にお出かけしませんか？

物部川エリアには大人も子ども
も楽しめる施設、旬のイベント
が盛りだくさん。物部川エリアキャ

ンペーンのスタートにあわせて、これらの観光施設を
　　　　お得に楽しめる割引セット券を販売します。

　　　　　詳しい情報は、高知県観光ガイド
　　　　　　　　　「よさこいネット」で検索。

■問い合わせ　（財）高知県観光コンベンション協会
088-823-1434（8：30～17：15　土・日・祝日・年末を除く）
当協会営業日以外　088-826-3337（9：00～17：00）
■よさこいネット　ホームページ
　http://www.attaka.or.jp/
「リョーマの休日」 → 「エリアキャンペーンガイドブック2012秋号」

お得に周遊
ができる！

　情報満
載！

高知県観光
キャンペー

ン
高知県観光

キャンペー
ン

リョーマ
の休日

リョーマ
の休日高知県観光

キャンペー
ン

リョーマ
の休日

JR高知駅前の高知観光情報
発信館「とさてらす」で、お得な
セット券を10月中旬より販売予定！

物部川エリアキャンペーン

15２０１２.１０ 14 ２０１２.１０


